
 

日時 

会場 

①令和７年 11 月 19 日（水） 13：30～15：30 

長野県飯山庁舎 大会議室（飯山市大字静間字町尻 1340-1） 

②令和７年 12 月 15 日（月） 13：30～15：30 

長野県木曽合同庁舎 講堂（木曽郡木曽町福島２７５７−１） 

※いずれもオンライン参加が可能です 

■テーマ「労務費指針の解説と価格転嫁交渉への活用方法」 

講師 公正取引委員会 企業取引課 指導班 
 

■個別相談会 長野県よろず支援拠点（長野県産業振興機構） 

内容 

「労務費の適切な転嫁のための

価格交渉に関する指針」 

 

 そんなお悩みのある経営者の皆様へ！ 

定員 

 

参加無料 

オンライン 

同時開催 

各会場 50 名 オンライン 100 名 

（要予約） 

主催 長野県 産業労働部 経営・創業支援課 

問合せ先：026-235-7195 

【対象者】企業関係者、金融機関、支援機関、行政関係者 等 

★申込はこちらから👉 

県の調査では、事業者様は特に「労務費」の転嫁が難しいと回答しています。一方、「労務費の適切な転嫁のため

の価格交渉に関する指針」（内閣官房・公正取引委員会、以下「労務費指針」）の活用企業は３割弱にとどまり、十分

に活用できていない状態です。 

しかし、労務費指針では、発注者に「受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合に

は、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱い

をしないこと。」を求めているため、躊躇せず、まずは協議することが重要です。 

このほか、労務費指針には皆様の価格転嫁を後押しする数多くの記載がございます。この機会に是非、学んでいた

だき、価格交渉にご活用ください！ 

【締切：各回の３日前】 

https://forms.office.com/r/NnRuAE7agN 

https://forms.office.com/r/NnRuAE7agN

